
「地域社会に貢献する」更生保護

令和７年９月８日（月）

四国地方更生保護委員会

令和７年度四国管内地域包括ケア等推進関係省庁連絡会

立ち直りを願う
幸せの黄色い羽根

更生保護マスコットキャラクター
ホゴちゃん サラちゃん



犯罪や非行をした人の立ち直りを地域社会の中で支え、その再犯を防止し、安全・安心な地域社会を作る。

保護観察官

更生保護に関する事務に
従事する国家公務員

保護観察所

地方更生保護委員会

法務省保護局

・高等裁判所の管轄区域ごとに設置
（全国８カ所）
・仮釈放等の事務を行う。

・地方裁判所の所在地に設置
（全国50カ所 都道府県1カ所 北海道4カ所）
・更生保護に関する事務の第一線の実施機関

官民協働体制

保護司
・立ち直りを地域で支
える民間ボランティア
・法務大臣が委嘱（非
常勤の国家公務員）
46,043人（R7.1.1）

更生保護施設

行き場のない刑務
所出所者等を保護
する民間施設
102施設(R7.4.1)

協力雇用主

前歴承知で雇用に
協力する事業主

25,164人
（R6.10.1）

更生保護女性会

犯罪予防活動等
を行う女性のボ
ランティア団体

113,845人
（R7.4.1）

ＢＢＳ会

立ち直りを支援
する若者のボラ
ンティア団体

4,631人
（R7.1.1）

住居 就労

更生保護を支える民間ボランティア・団体
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更生保護の実施体制
～様々な立場から更生保護を支える人がいます～

・更生保護における企画立案などを行っている。



刑務所・少年院に収容中の人について、保護観察所が、釈放
後の帰住地の状況を調査し、適当な住居や仕事を確保するな
ど、釈放後の生活環境を調整する制度です。

更生保護の役割等
～刑事司法手続のアンカーを担う～

地方更生保護委員会の許可により、刑務所や少年院に収容さ
れている人を、定められた収容期間満了前に仮に釈放等させ
る制度です。対象となった人は、保護観察になります。

仮釈放等

対象となった人について、保護観察官と保護司が、本人の生
活状況を把握し、必要な指導（例：専門のプログラム）や、
支援（例：住居や仕事の確保など）を行う制度です。

保護観察

更生緊急保護は、本人からの申出に基づいて、生活上の相談
に乗り、必要に応じて、宿泊場所や食事の提供、就職の援助
などを行う制度です。
その他にも、地域住民・関係機関からの相談に応じ、情報の
提供・助言その他の必要な援助を行う制度があります。

更生緊急保護

生活環境の調整
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刑務所出所者等に対する居住支援の必要性①

帰るべき場所がない刑務所出所者等は

仮釈放者と比較して再犯リスクが高い
住居の有無別の刑務所出所者等の２年以内再入率
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21.7%

12.1%

約1.8倍

更生保護施設等への
仮釈放者

帰るべき場所がない
刑務所出所者

（R４年出所者）
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刑務所出所者等に対する居住支援の必要性②

刑務所出所時、

適切な帰住先がない者の割合は高止まり
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再犯防止に向けた取組

～第二次再犯防止推進計画～
第二次再犯防止推進計画の基本的な方向性

③ 国と地方公共団体との役割分担を踏まえ、地方公共団体の主体的かつ積極的な取
組を促進するとともに、国・地方公共団体・民間協力者等の連携を更に強固するこ
と。

① 犯罪をした者等が地域社会の中で孤立することなく、生活の安定が図られるよう、
個々の対象者の主体性を尊重し、それぞれが抱える課題に応じた“息の長い”支援を
実現すること。

② 就労や住居の確保のための支援をより一層強化することに加え、犯罪をした者等
への支援の実効性を高めるための相談拠点及び民間協力者を含めた地域の支援連携
（ネットワーク）拠点を構築すること。

７つ重点課題とその具体的な施策

① 就労・住居の確保
② 保健医療・福祉サービスの利用の促進
③ 学校等と連携した修学支援
④ 犯罪をした者等の特性に応じた効果的

な指導
⑤ 民間協力者の活動の促進
⑥ 地域による包摂の推進
⑦ 再犯防止に向けた基盤の整備

（具体的施策）地域社会における定住先の確保
ア 居住支援法人との連携の強化【施策番号 22 】

法務省は、国土交通省の協力を得て、保護観

察対象者等の住居の確保のため、居住支援法
人との連携を強化し（略）更なる連携の方

策を検討する。
また（略）住宅確保要配慮者に該当する者に

対して、賃貸住宅に関する情報の提供及び相談の
実施に努めるとともに（略）入居を拒まない賃貸
人の開拓・確保に努める。
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住宅セーフティネット制度における

刑務所出所者等の位置づけ

① 低額所得者

（月収 15.8 万円（収入分位 25 ％）以下

② 被災者 （発災後３年以内）

③ 高齢者

④ 障害者

⑤ 子ども（高校生相当まで）を養育してい

る者

⑥ 住宅の確保に特に配慮を要するものと

して国土交通省令で定める者

法律で定める者

・外国人 等
（条約や他法令に、居住の確保に関する規定のある者を想定

しており、外国人のほか、中国残留邦人、児童虐待を受け

た者、ハンセン病療養所入所者、ＤＶ被害者、拉致被害者、

犯罪被害者、矯正施設退所者等、生活困窮者など）

・東日本大震災等の大規模災害の被災者
（発災後３年以上経過）

・都道府県や市区町村が供給促進計画にお
いて定める者
※地域の実情等に応じて、海外からの引揚者、新婚世帯、原
子爆弾被爆者、戦傷病者、児童養護施設退所者、ＬＧＢ
Ｔ、ＵＩＪターンによる転入者、これらの者に対して必要
な生活支援等を行う者などが考えられる。

。

国土交通省令で定める者

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の
促進に関する法律施行規則（第３条）

⑧ 更生保護法（平成十九年法律第八十八号）第
四十八条に規定する保護観察対象者に規定する

保護観察に付されている者又は更生保護法第

八十五条第一項に規定する更生緊急保護を受
けている者
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住宅確保者要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する
法律（第２条）



刑務所出所者等に対する居住支援①

～更生保護施設～

男子施設 女子施設 男女施設

◆ 帰るべき場所がない刑務所出所者等に対し、国の委託を受けて宿泊場所の供与、食事の給与、生活指導等の保護を行う
民間施設（刑務所出所者等に対する住居確保による社会復帰支援の中核的担い手）
◆ 仮釈放者の約３割を収容保護するなど、国の刑事政策上の基本的制度を維持する上で必要不可欠な施設

更生保護施設の役割

保護の概況 体 制
◆施設数 102施設
◆定 員 2,382人 ◆経営主体

更生保護法人 99施設
社会福祉法人 1施設
ＮＰＯ法人 1施設
一般社団法人 1施設
・収入の８割以上が、国から支弁される更生保護委
託費であり、財政基盤が脆弱な法人が多い。

◆職員体制
・常勤職員 ５名程度
・非常勤職員（調理員、宿日直職員等）を配置

（R7.1.1現在）

86施設

7施設

9施設

全国
102施設

● SST（社会生活技能訓練）、酒害・薬害教育等、特性に応じた多様な指導や支援［特定補導］を実施するなど、入所者・
退所者等の地域移行と再犯防止を推進

● 全国77施設に福祉スタッフを配置し、高齢・障害者を受け入れるための取組を実施（H21年度～）
（主に少年を受け入れる更生保護施設（３施設）にも福祉スタッフを配置（ R4年度～））

● 全国25施設に薬物専門スタッフを配置し、薬物依存からの回復に向けた重点的な処遇を実施（H25年度～）
● 全国19施設に訪問支援スタッフを配置し、更生保護施設退所者等に対して訪問により生活相談等を行う取組［訪問支援事
業］を実施（R３年度～）

更生保護施設における処遇

各都道府県に１施設以上設置
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刑務所出所者等に対する居住支援②

～自立準備ホーム～
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刑務所出所者等に対する居住支援

～更生保護施設等の課題～

 更生保護施設等は一時的な住居であり、入所した出所者等は、自立の

ために必要な資金を確保するなどして、一定期間の経過後には退所し

ていくことが求められる。

 更生保護施設等に入所した出所者等の多くは、頼ることができる親族

等がいないことから、自立先（施設退所後の住居）を調整・確保する

に当たって様々な困難が生じやすい。

 更生保護施設退所後、居所（住まい）不安定な生活を過ごす中で、

再犯のリスクが高まる。
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刑法等の一部を改正する法律による更生保護法等の一部改正①
～更生緊急保護の拡充、刑執行終了者等援助の創設～

刑事上の手続又は保護処分による身体の
拘束を解かれた人のうち、親族からの援
助や公共の衛生福祉に関する機関等から
の保護を受けることができない場合など
に、緊急的に、必要な援助や保護の措置
を実施することにより、速やかな改善更
生を図るもの

更
生
緊
急
保
護

【対象】
○満期釈放者・仮釈放期間満了者
○保護観察に付されない執行猶予者
○検察官が直ちに訴追不必要と認めた者
○罰金又は科料の言渡しを受けた者
○少年院退院者・仮退院期間満了者など

【措置内容】
 宿泊場所の供与（更生保護施設や自立準備

ホームへの宿泊保護委託）
 金品の給貸与（食事・衣料の給与等）
 宿泊場所への帰住援助（旅費給与）
 生活指導 など
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刑法等の一部を改正する法律による更生保護法等の一部改正②

～更生保護に関する地域援助～
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